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★ 災害出動にマイカーを使用したとき、マイカーが洪水で流された。
公務中なのだから、自動車の損害を救済してほしい。

★ 車両保険を付けていないので、どこからも自動車の補償がされない。

個人が付保されている自動車保険に優先して、この自動車共済を適用します。

個人の自動車保険を
使わなくて済みます

この共済で補償可能な範囲に
おいては、マイカーの自動車
保険を使用する必要がなくな
ります。

地方交付税措置が
講じられます

町村等が支払う分担金につ
いて、地方交付税措置が講じ
られます。

短期の契約により
分担金負担が軽減

1ヶ月単位で契約が可能！
軽自動車の車両価額100万円、
対人共済・対物共済
無制限のトータル補償、
1ヶ月で1,600円！

① 使用貸借契約

①

② 自動車共済委託申込

③ 契約承認・分担金請求
車検証（写）
取得価額情報
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車両登録
車検証等
の管理

出動要請を受けて、駆けつけている間や屯所に停めて
いる間に、河川の氾濫などで自動車が損壊するリスク
があります。

車両共済
災害による被災に際して、補償限度額の範囲で
マイカーの修理代を補償します。

災害時には、自動車の周囲の人や他の自動車の動き
が、混乱し、接触事故の危険性が高まります。気を付
けていても、賠償事故が発生するリスクがあります。

損害賠償共済
個人が付されている自動車保険の対物賠償保険、
対人賠償保険と同じ補償内容です。

こうしたご意見にお応えするために

一般財団法人 全国自治協会

消防団員と使用貸借契約を締結することでご加入できます。

使用貸借契約締結の際に、自治体に車検証（写）を提出すると共に、取得価額をご通知ください。

安心して活動
できます！

　近年、全国各地で様々な自然災害が頻発しており、災害の様相も激甚化・広域化してきて
います。このような中、消防団員の活動機会も一層拡大していることから、この度、災害
活動時に使用する消防団員個人所有自動車について、公有自動車に準じて本会の自動車
共済の対象として取り扱うことといたしました。
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車両共済
責任額

対物共済
（無制限）

14,650

14,650

対物共済
（無制限）

5,860

5,860

対物共済
（無制限）

13,650

13,650

100万円

200万円

車両共済

17,720

22,520

車両共済

10,470

14,070

車両共済

14,650

18,850

対人共済
（無制限）

6,440

6,440

対人共済
（無制限）

2,710

2,710

対人共済
（無制限）

6,130

6,130

合  計

38,810

43,610

合  計

19,040

22,640

合  計

34,430

38,630

〇

☆ 外出先で出動要請を受けた場合は、
　 外出先から災害地、屯所までの区間が
　 補償対象となります。
☆ 自宅と目的地の間の経路は、合理的な
　 経路・範囲※に限ります。

※ 万一、自動車が被災した場合は、速やかに、事故の連絡をしてください。時間の経過により、公務中の判断が
　 困難となりお支払いできない場合があります。

※ 酒気を帯びて運転している場合、運転資格を持たないで運転している場合は免責となります。

※ 緊急活動中であっても、地震又は噴火もしくはこれらによる津波に直接起因して生じた損害に対しては、お支払い
　 できません。

※ 災害出動時の故障等におけるロードサービスやその他の補償やサービスは付帯されていません。 個々に加入
　 されている自動車保険をご利用いただく必要があります。

乗用自動車車  種 軽自動車

自動車損害共済分担金額一覧（共済期間1年）
単位：円

貨物自動車

※金額は１年契約の分担金を表します。月単位の額は、上記表合計額の１２分の１となります。 車両共済・対物共済・対人共済の共済責任額を限度
　として本会算出の損害額をお支払いします

注）共済は、自治体の財産損害に対する相互救済事業ですので、修理費等は、自治体に支払われます。

×

〇

〇

事故の連絡 手続等説明

修理費協定

補償対応

連 携 災害共済金
請求・支払

■出動中の万一の事故に際して

■補償対象の区間

■事故発生時の留意事項

共済委託団体担当者
公務中事故の確認

（一財）全国自治協会
47都道府県町村会

団 員

修理工場

第三者

自宅

外出先

災害地・屯所
（駐車中・活動中を含む）

注）「合理的な経路・範囲」とは、消防団活動にあたり、
　 一般的に用いる経路・範囲をいいます。特段の
　 理由なしに、帰宅時、著しく遠回りをした場合
　 などは合理的な経路とはなりません。




